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 法務研究科長は、大学学部長会の構成員とされ、、あるいは大学諸委員会への委員派遣も要請される

など、「学部に基礎をもたない」大学院所属の者が学部問題の会議に多大の時間を割くことになってい

る現状がある。ことは、国際マネジメント研究科及び会計プロフェッション研究科にあっても同じで

あり、専門職大学院に関してはこの３者による協議機関を制度的にも明確にすべきであろう。 

 

 

 Ｂ群・大学院の審議機関（同上）の長の選任手続の適切性 

 

 法務研究科長は教授会における選挙により選ばれる。 

 

 

2-11 事務組織 

 

 Ｂ群・大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

 Ｂ群・大学院に関わる予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

 Ｂ群・大学院運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 Ｃ群・大学院の教育研究を支える独立の事務局体制の整備状況 

 

 専門職大学院の教学、運営面をサポートするために、専門職大学院事務室が設置されている。専門

職大学院事務室では、本研究科の他にも国際マネジメント研究科、会計プロフェッション研究科の一

般事務を行っている。専門職大学院事務室は、事務嘱託、派遣職員、パートタイム職員で構成されて

おり、専門職大学院の独自性に即した事務組織を有している。法科大学院棟の１階には専門職大学院

事務室とは別に、合同研究室が設置されており、パートタイム職員らが教員サポート、授業準備や教

材作成に携わっている。 

 

 

2-12 自己点検・評価 

 

 Ａ群・自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性 

 Ａ群・自己点検・評価の結果を基礎に、将来の発展に向けた改善・改革を行うための制度システム

の内容とその活動上の有効性 

 Ｂ群・自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

 

 自己点検・評価活動については、2004年度より始動したが、2005年度に至り、かねてより教授会内

に設置されている自己点検・評価委員会による「自己点検・評価報告書2004-2005」が提出された。そ

して、専門職大学院学則に基づき設置された外部評価委員会による上記報告書の検証作業である「外




